
 

 

利用の流れ 

実施期間 

・月曜日～金曜日 

９：１５～１６：１５ 

  

「こども誰でも通園制度」とは？ 

◆申請(認定)に関するお問い合わせ保健福祉課福祉係〈℡32－2000〉 

◆利用に関するお問い合わせ：和寒町保育所〈℡32－2242〉 

 お家で子育てしている保護者が、専門的な知識を持つ人（保育士等）と関わるこ

とで、安心して不安なく子育てをしていただくための通園制度です。 

 

・保育所等に通っていない 

０歳６ヶ月～満３歳未満が対象 

 

 

・月 10 時間の枠内で 

時間単位で柔軟に利用可能 
※システムを使って申請 

 

 

利用 

 

 

 

 
 

３ ２ １ 

利用料金 

・１時間 ３００円 

※和寒町民の方は無償 

 

利用申請 
初回面談 日程調整 ４ ５ ６ 

町からアカウント発

行 

 

初回面談申し込み 

こちらの QR コードから申請してください 


